
この「ご契約のしおり・約款」をご覧いただく
この冊子の内容は、次の2つの部分に分かれています。

株式会社かんぽ生
命保険の会社情報
については、当社
Webサイト
（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
をご覧ください。

Web参照

郵便局の情報につ
いては、郵便局の
Webサイトをご覧
ください。

Web参照

1 当社と郵便局との関係

当社（株式会社かんぽ生命保険）は、日本郵政グループ会社の１つです。
日本郵便株式会社（郵便局）に、当社の業務の一部を委託しています。

●当社は、保険契約の募集業務、保険料の収納業務、保険金の支払請求などの業
務の一部を日本郵政グループの日本郵便株式会社（郵便局）に委託しています。

2 生命保険募集人と契約の成立 

当社の承諾が必要な例
●基本契約または特約の復活
●特約の中途付加
●ご契約者の変更

当社の商品を取り扱う生命保険募集人（郵便局や当社の支店の社員）は、
保険契約の締結の代理権や告知の受領権はありません。
生命保険募集人に対して、口頭で伝えても当社に告知したことにはなりま
せん。

●保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに成立します。

●契約が成立したときには、申し込みの承諾の通知に代えて、ご契約者に「保険証
券」を郵送します。

●基本契約または特約の復活などをする場合にも、当社の承諾が必要です。
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私たちは
かんぽ生命です。
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（注１）基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定
めることとなっています 。現 在 の 基 準 利 率 は 、当 社または 保 護 機 構 の W e b サイト
（http://www.seihohogo.jp/）で確認できます。

（注２）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに
独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保
険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保
険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断を
することになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否か
にかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※３ 責任準備金などとは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み
立てている準備金などをいいます。

※４ 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その90％が補償されるものではありま
せん。

（注１） 上記の「財政措置」は、2022年３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会
社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められ
た際に行われるものです。

（注２） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などの支払い、保護機構が補償対象契約にかか
る保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任
準備金などの補償限度と同率となります（高予定利率契約については、（※２）に記載の率となります。）。

【仕組みの概要図】
○救済保険会社が現れた場合

○救済保険会社が現れない場合

破綻保険会社

補償対象
保険金の
支払い
（注2）

補償対象保険金支払い
にかかる資金援助

保険契約の全部・
一部の移転、合併、株式取得

保険金請求権などの
買い取り（注２）

負担金の拠出

財政措置
（注１）

資金貸出
資金援助

保険金などの支払い

保険金などの支払い

保険契約者など

保護機構

救済保険会社

民間金融機関など

会員保険会社

国

民間金融機関など

会員保険会社

国保険契約者など

保護機構

承継保険会社

補償対象保険金支払い
にかかる資金援助

補償対象
保険金の
支払い
（注2）

負担金の拠出

保険契約の引き受け

保険契約の承継

保険金請求権などの買い取り
（注２）

財政措置
（注１）

資金貸出

●補償対象契約の範囲、補償対象契約の補償限度などを含め、本掲
載内容はすべて2017年12月現在の法令に基づいたものであり、
今後、法令の改正により変更される可能性があります。
●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関する問い合わせ先
生命保険契約者保護機構　　TEL03-3286-2820
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）、午前9時～正午、午後１時～午後5時

破綻保険会社

生命保険契約者保
護機構のWebサイト
（http://www.
seihohogo.jp/）も
ご覧ください。

Web参照
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195

○団体払込みに関する特則条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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197

○集金払込みに関する特則条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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●ご契約のしおり

▶ 10～80ページ ▶ 81～204ページ

●約　款

契約内容（約款）のなかでも、ぜひ
知っておいていただきたい重要な
事項をわかりやすく説明しています。
詳細は約款をご覧ください。

「契約の加入から消滅までのとりき
め（契約内容）」を定めたものをいい、
保険金を支払う条件などについて
記載しています。

［ご契約のしおり・約款］はじめに

この冊子の記載内容は、2018年4月現在の取り扱いを説明しております。不明な点
がありましたら、その時点での最新の取り扱いを案内しますので、「問い合わせ窓口」
214ページにお問い合わせください。

この冊子は、このようにお使いいただくと便利です。
本冊子「ご契約のしおり」では、お客さまの契約に関する重要なお知らせを掲載しております。
下記の点を参考に、本冊子をお読みください。

目的からページを探したい わからないことばがある

目的別もくじ 8～9ページ 用語解説 210～212ページ
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（注）この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。

にあたって
「ご契約のしおり」本文の見かた

「当社の商品を取り
扱う生命保険募集
人」

①しおり13P参照

普通養老約款「第
16～18条」、特別
養老約款「第15～
17条」、総医「第18
～20条」

約款参照

「契約の保障（責任）
の開始」

②しおり17P参照

申し込みのときには、「健康状態」などについて、正しく告知してください。

告知1

告知義務違反による解除2

●当社の商品を取り扱う生命保険募集人（郵便局や当社の支店の社
員） ①には告知受領権がないため、口頭で伝えても当社に告知し
たことにはなりません。

3 健康状態などの告知

ご注意

●当社に告知する内容は「質問表（告知書）」に記載しています。

●もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかっっ
たり、事実と違うことを告知した場合、責任開始の日 ②（復活のときは復活日日。
以下同じ。）を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として基本契約約
または特約を解除することがあります。

●責任開始の日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由または保険料料
の払込免除事由が2年以内に発生していたときには、基本契約または特約を解解
除することがあります。この場合、原則として保険金の支払いや保険料の払込免免
除を行うことはできません。

●当社は、すでに保険金を支払ったときには、その返還を請求し、すでに保険料のの
払込免除をしたときには、その払込免除を取り消し、保険料の払い込みを請求し
ます。

●基本契約または特約を解除したときに、返戻金があれば、ご契約者に支払いますす。

●生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。初めめ
から健康状態の良くない方などが契約すると、保険料負担の公平性が保たれなな
くなります。このため、ご契約者や被保険者には公平性を保つためのルールとし
て「告知義務」があります。

●契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間
など）、現在の健康状態や身体の障がいの状態などに
関して、当社が「質問表（告知書）」で尋ねる事項につ
いて、事実をありのままに正しく記入（告知）していた
だく必要があります。

告知1

正しく告知をしないと…。
00P 参照

関連する情報が記
載されているページ
を案内しています。

関連するWebサイ
トを案内しています。

Web参照

欄外のマーク
について
マークには、
以下のようなもの
があります。

「もくじ」にある
項目が
タイトルになって
います。

そのページの
記載内容を
簡単にまとめた
ものです。

さらに
項目分けした
タイトルです。

特に注意して
いただきたい
事項を
説明しています。

基本契約・特約の名称について
この保険商品の約款上の名称は「学資保険（Ｈ24）」などですが、ご契約のしおり本文のご説
明にあたっては、以下のとおり【ご契約のしおり本文での略称】と表示しています。
また、「ご契約のしおり」本文の欄外では、特約の名称を以下のとおり【欄外での略称】で表示
しています。

ご契約のしおり本文での略称約款上の名称 欄外での略称
学資保険（Ｈ24）
無配当災害特約（学資保険（Ｈ24）用）
無配当傷害医療特約（学資保険（Ｈ24）用）
無配当総合医療特約（学資保険（Ｈ24）用）

学資保険
無配当災害特約
無配当傷害医療特約
無配当総合医療特約

－
災害
傷医
総医

（注（注（注）））この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。

「ご契約のしおり」本文の見かた
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